
（申請書類受付方法の変更）

・新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、4/22(火）～4/24（金）に予定していた会場
での免除申請受付を中止し、原則「郵送」での申請に変更します。（別紙参照）

（提出期限延長）

・申請書類の提出期限：4/24（金） → 5/15（金）に延長します。

【申請書類受付期間】

(１) 日 時 （博士前期課程はＭ１、博士後期課程はＤ１と表記）

日 時  10:30 –  13:00 14:３0 – 17:00

４月２２日(水) 大学院新Ｍ１(電気･機械，情報，創造) 大学院新Ｍ１(生命･応用，物理，社会)

４月２３日(木) 大学院新Ｍ１(生命･応用，物理，社会) 大学院新Ｍ１(電気･機械，情報，創造)

４月２４日(金) 大学院新Ｍ１(全専攻) 大学院新Ｍ１(全専攻)

※博士後期（新Ｄ１）は日時指定をしないので，上記日時のいずれかに申請すること。

やむを得ない理由があって，上記指定の受付日時に申請出来ない者は，必ず４月２４日（金）

１７時までに学生センター６番窓口まで申し出ること。

(２) 場 所  大学会館３階 第４集会室

※ 新型コロナウイルスの感染防止の観点から，郵送による申請も受付けます。

郵送で申請する場合は，申請書類の案内を参照してください。

【新入生】 大学院生向け（2020 年度入学）

以下のとおり実施するので，入学料免除・徴収猶予及び授業料免除を申請する者は，期限内に正しく手続き

をすること。

【入学料免除対象者】

大学院入学者（前期課程，後期課程）で，次のいずれかに該当する者

① 経済的理由により入学料の納付が困難であり，かつ，学力優秀と認められる者

② 次のいずれかに該当し，納付が著しく困難と認められる者

ア ２０１９年 4 月以降に学資負担者死亡，又は本人若しくは学資負担者が被災した等の特別な事情が

あると認められる者

イ 上記ア に準ずる者であって，学長が相当と認める者

【授業料免除対象者】

大学院入学者（前期課程，後期課程）で，次のいずれかに該当する者

① 経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者

② 次のいずれかに該当し，納付が著しく困難と認められる者

ア ２０１９年 4 月以降に学資負担者が死亡，又は本人若しくは学資負担者が被災した等の特別な事情

があると認められる者

イ 上記ア に準ずる者であって，学長が相当と認める者

【期 間】

【その他の注意】

◎ 申請書類受付期間を過ぎたものは一切受付けない。

◎ 授業料の口座振替手続きをしていない場合は，免除申請時までに手続きを行うこと

◆口座振替手続きについての問い合わせ先：本部棟（図書館東隣）２階財務課 出納窓口

◆授業料免除についての問い合わせ先：学生生活課奨学支援係 ＴＥＬ：０５２－７３５－５０７８

※問い合わせは保護者ではなく本人がすること（本人以外からの問い合わせは受付けない）



別紙

郵送による免除申請について

・郵送により申請される場合，以下の申請書類提出先に,「簡易書留」郵便で提
出してください。

（申請書類提出先）
 〒４６６－８５５５
 名古屋市昭和区御器所町
名古屋工業大学 学生生活課奨学支援係 宛て

（申請書類提出期限） ２０２０年４月２４日（金）必着
              →  ２０２０年５月１５日（金）必着 に延長

 （注）期限を過ぎたものは、受理しないため、注意すること。

 （問い合わせ先）
学生生活課奨学支援係

ＴＥＬ： ０５２－７３５－５０７８

※ 郵送により申請される場合は、郵送した当日中に、以下のメール
アドレス宛てにメールを送信してください。

（メール送付先）： shogaku@adm.nitech.ac.jp
・メールの件名に、「学生番号、氏名、前期分授業料免除申請」を明記してくださ
い。
・郵送書類の到着が確認できたものから順次、返信メールを送付します。


